様式Ⅰ-1-1
登録安全統括管理者講習機関　登録申請書
第　　　　　号
年　月　日
国土交通大臣殿
申請者の氏名又は名称
代表者の氏名
住所

[bookmark: _Hlk197704413]海上運送法第32条の５第３項の登録安全統括管理者講習機関として登録を受けたいので、同法第32条の26の規定に基づき関係書類を添えて下記のとおり申請します。

記

	1.登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
	氏名又は名称
	

	
	代表者の氏名
	

	
	住所
	

	2. 安全統括管理者講習を行おうとする事務所の名称及び所在地
	名称
	

	
	所在地
	

	3.安全統括管理者講習の開始予定日
	






様式Ⅰ-1-2
登録運航管理者講習機関　登録申請書
第　　　　　号
年　月　日
国土交通大臣殿
申請者の氏名又は名称
代表者の氏名
住所

海上運送法第32条の９第３項の登録運航管理者講習機関として登録を受けたいので、同法第32条の40第１項の規定に基づき関係書類を添えて下記のとおり申請します。

記

	1.登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
	氏名又は名称
	

	
	代表者の氏名
	

	
	住所
	

	2. 運航管理者講習を行おうとする事務所の名称及び所在地
	名称
	

	
	所在地
	

	3.運航管理者講習の開始予定日
	






様式Ⅰ-２-１ 講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別（安全統括管理者講習）
＜安全統括管理者講習＞
	講師名
	生年月日
	総合安全統括管理者資格者証の番号
	総合安全統括管理者資格者証の有効期限
	講師研修を修了した日付（※１）
	担当科目
	専任または兼任（※２）
	所属形態（※３）

	
	yyyy/mm/dd
	xxxxxxxx
	yyyy/mm/dd
	yyyy/mm/dd
	
	兼任
	業務委託

	
	yyyy/mm/dd
	
	yyyy/mm/dd
	yyyy/mm/dd
	
	専任
	雇用

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


※１　国土交通省が実施する講師研修を受講修了したことを証明する書類（有効なものに限る。）を保管し、その写しを提出すること。
登録講習機関の登録申請時に、講師に対する研修を未実施の場合は、この欄は空白又は研修実施予定日を記載すること。講習事務を開始するまでに研修を実施し、その記録として本様式Ⅰ-を事務規程の届出に添付して提出すること。
※３　「専任」：講師だけを行う者、「兼任」：講師だけでなく、管理者等を兼任している場合をいう。
※４　講師との契約形態を記載する（例：雇用、業務委託等）。ただし、当該講師が役員の場合は「役員」と記載する。
	講師が登録申請者の役員又は被雇用者のいずれでもない場合には、当該講師が登録申請者の講師として業務を行うことについて、登録申請者と当該講師との間で締結された書類（例：業務委託契約書等）の添付を必要とする。


様式Ⅰ-２-２ 講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別（運航管理者講習）
＜運航管理者講習＞
	講師名
	生年月日
	総合運航管理者資格者証の番号
	総合運航管理者資格者証の有効期限
	講師研修を修了した日付（※１）
	担当科目
	専任または兼任（※２）
	所属形態（※３）

	
	yyyy/mm/dd
	xxxxxxxx
	yyyy/mm/dd
	yyyy/mm/dd
	
	兼任
	業務委託

	
	yyyy/mm/dd
	
	yyyy/mm/dd
	yyyy/mm/dd
	
	専任
	雇用

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


※１　国土交通省が実施する講師研修を受講修了したことを証明する書類（有効なものに限る。）を保管し、その写しを提出すること。
登録講習機関の登録申請時に、講師に対する研修を未実施の場合は、この欄は空白又は研修実施予定日を記載すること。講習事務を開始するまでに研修を実施し、その記録として本様式Ⅰ-を事務規程の届出に添付して提出すること。
※２　「専任」：講師だけを行う者、「兼任」：講師だけでなく、管理者等を兼任している場合をいう。
※３　講師との契約形態を記載する（例：雇用、業務委託等）。ただし、当該講師が役員の場合は「役員」と記載する。
	講師が登録申請者の役員又は被雇用者のいずれでもない場合には、当該講師が登録申請者の講師として業務を行うことについて、登録申請者と当該講師との間で締結された書類（例：業務委託契約書等）の添付を必要とする。



様式Ⅰ-３-１　講師が海上運送法第32条の27第１項各号の条件に適合することを説明した書類
	
安全統括管理者講習の講師の条件への適合宣誓書

年　　月　　日
国土交通大臣　殿

講師名

登録更新講習機関の名称（法人名）
住所

代表者名

（講師名）は、海上運送法第32条の27第１項に定める下記の各号の講師の条件に適合することをここに宣誓します。



一　十八歳以上であること。
二　過去二年間に海上運送法第三十二条の二十七第三項第三号に規定する講習事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
三　総合安全統括管理者資格者証の交付を受けている者であつて、一年以上安全統括管理者として職務を行つた経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。









※（講師名）の箇所には宣誓する講師の氏名を記載すること。


様式Ⅰ-３-２　講師が海上運送法第32条の40第２項で準用する同法第32条の27第１項各号の条件に適合することを説明した書類
	
運航管理者講習の講師の条件への適合宣誓書

年　　月　　日
国土交通大臣　殿

講師名

登録更新講習機関の名称（法人名）
住所

代表者名

（講師名）は、海上運送法第32条の40第２項で準用する同法第32条の27第１項に定める下記の各号の講師の条件に適合することをここに宣誓します。



一　十八歳以上であること。
二　過去二年間に海上運送法第三十二条の四十で準用する同法第三十二条の二十七第三項第三号に規定する講習事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
三　総合運航管理者資格者証の交付を受けている者であつて、一年以上運航管理者として職務を行つた経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。









※（講師名）の箇所には宣誓する講師の氏名を記載すること。


様式Ⅰ-４　登録申請者（役員を含む。）が海上運送法第32条の27第２項（同法第32条の40において準用する場合を含む。）の規定に該当しないことを説明した書類
	
登録申請者の条件への適合宣誓書

年　　月　　日
国土交通大臣　殿

登録更新講習機関の住所

登録更新講習機関の名称（法人名）

代表者名


（登録申請者名）は、海上運送法第32条の27第２項（同法第32条の40第２項において準用する場合を含む。）に定める下記の各号の規定に該当しないことをここに宣誓します。

一　この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二　第三十二条の三十七の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三　法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

役員一覧

	役職
	氏名

	
	

	
	

	
	

	
	









※（登録申請者名）の箇所には宣誓する法人の名称を記載すること。
様式Ⅰ-５-１
登録安全統括管理者講習機関登録証
第　　　　　号
年　月　日
殿

国土交通大臣　　【印】

年　月　日付け第　　　号をもって登録申請のあった登録安全統括管理者講習機関について、海上運送法第32条の５第３項の登録安全統括管理者講習機関として、下記のとおり登録する。

記

	1.登録年月日
	

	2.登録番号
	

	3.登録安全統括管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
	

	4.登録期間
	年　月　日から　　年　月　日まで






様式Ⅰ-５-２
登録運航管理者講習機関登録証
第　　　　　号
年　月　日
殿

国土交通大臣　　【印】

年　月　日付け第　　　号をもって登録申請のあった登録運航管理者講習機関について、海上運送法第32条の９第３項の登録運航管理者講習機関として、下記のとおり登録する。

記

	1.登録年月日
	

	2.登録番号
	

	3.登録運航管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
	

	4.登録期間
	年　月　日から　　年　月　日まで





様式Ⅰ-６

登録更新講習機関役員選任届出書

第　　　　　号
年　月　日

国土交通大臣殿
届出者の氏名又は名称
代表者の氏名
住所

海上運送法第32条の26又は第32条の40の規定に基づき登録を受けた下記の登録更新講習機関について、その役員を下記のとおり選任したので、海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令第39条第1項（同省令第51条において準用する場合を含む。）の規定に基づき関係書類を添えて届出します。


記
	1.登録年月日
	登録安全統括管理者講習機関/登録運航管理者講習機関
/

	2.登録番号
	登録安全統括管理者講習機関/登録運航管理者講習機関
/

	3.登録更新講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
	

	4.選任された役員の解任された役員の氏名及び役職
	

	5.選任された年月日
	





様式Ⅰ-７
登録更新講習機関役員解任届出書

第　　　　　号
年　月　日

国土交通大臣殿
届出者の氏名又は名称
代表者の氏名
住所


海上運送法第32条の26又は第32条の40の規定に基づき登録を受けた下記の登録更新講習機関について、その役員を下記のとおり解任したので、省令第39条第２項（同省令第51条において準用する場合を含む。）の規定に基づき関係書類を添えて届出します。


記
	1.登録年月日
	登録安全統括管理者講習機関/登録運航管理者講習機関
/

	2.登録番号
	登録安全統括管理者講習機関/登録運航管理者講習機関
/

	3.登録更新講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
	

	4.解任された役員の役職及び
氏名並びに住所
	

	5.解任された年月日
	

	6.解任の理由
	





様式Ⅰ-８-１

登録安全統括管理者講習機関登録簿変更届出書

第　　　　　号
年　月　日

国土交通大臣殿

届出者の氏名又は名称
代表者の氏名
住所

年　月　日付け第　　　号により登録を受けた登録安全統括管理者講習機関に係る登録事項を下記のとおり変更したいので、海上運送法第32条の28の規定に基づき、別紙関係書類を添えて届出します。

記

	1.変更しようとする事項
	

	2.変更の内容
	変更前
	

	
	変更後
	

	3.変更予定年月日
	

	4.変更の理由
	






様式Ⅰ-８-２

登録運航管理者講習機関登録簿変更届出書

第　　　　　号
年　月　日

国土交通大臣殿

届出者の氏名又は名称
代表者の氏名
住所

年　月　日付け第　　　号により登録を受けた登録運航管理者講習機関に係る登録事項を下記のとおり変更したいので、海上運送法第32条の40第２項で準用する同法第32条の28の規定に基づき、別紙関係書類を添えて届出します。

記

	1.変更しようとする事項
	

	2.変更の内容
	変更前
	

	
	変更後
	

	3.変更予定年月日
	

	4.変更の理由
	






様式Ⅰ-９-１

登録安全統括管理者講習機関登録更新申請書

国土交通大臣殿
申請者の氏名又は名称
代表者の氏名
住所

海上運送法第32条の26の規定に基づき登録を受けた下記の登録更新講習機関について、同法第32条の29第1項の登録の更新を受けたいので、同法第32条の29第2項において準用する同法第32条の26の規定に基づき別紙関係書類を添えて申請します。

記

	1.登録年月日
	

	2•登録番号
	

	3.登録安全統括管理者講習機関（の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
	氏名又は名称
	

	
	代表者の氏名
	

	
	住所
	

	4.安全統括管理者講習事務を行う事務所の名称及び所在地
	名称
	

	
	所在地
	

	5.登録期間
	年　月　日から　　年　月　日まで






様式Ⅰ-９-２

登録運航管理者講習機関登録更新申請書

国土交通大臣殿
申請者の氏名又は名称
代表者の氏名
住所

海上運送法第32条の40第１項の規定に基づき登録を受けた下記の登録更新講習機関について、同法第32条の40第２項で準用する同法第32条の29第1項の登録の更新を受けたいので、同法第32条の40第２項で準用する同法第32条の29第2項で準用する同法第32条の26の規定に基づき別紙関係書類を添えて申請します。


	1.登録年月日
	

	2•登録番号
	

	3.登録運航管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
	氏名又は名称
	

	
	代表者の氏名
	

	
	住所
	

	4.運航管理者講習事務を行う事務所の名称及び所在地
	名称
	

	
	所在地
	

	5.登録期間
	年　月　日から　　年　月　日まで




様式Ⅰ-10-１
登録安全統括管理者講習機関登録更新証
第　　　　　号
年　月　日

　　　　　　　　　　　殿

国土交通大臣

年　月　日付け第　　　号をもって登録の更新申請のあった登録安全統括管理者講習機関について、海上運送法第32条の29第１項（の規定に基づき登録安全統括管理者講習機関の登録期間を下記のとおり更新したので、通知する。

記

	1.登録年月日
	

	2.登録番号
	

	3.登録安全統括管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
	氏名又は名称
	

	
	代表者の氏名
	

	
	住所
	

	4.更新登録期間
	年　月　日から　　年　月　日まで






様式Ⅰ-10-２
登録運航管理者講習機関登録更新証
第　　　　　号
年　月　日

　　　　　　　　　　　殿

国土交通大臣

年　月　日付け第　　　号をもって登録の更新申請のあった登録運航管理者講習機関について、海上運送法第32条の40第２項で準用する同法第32条の29第1項の規定に基づき登録運航管理者講習機関の登録期間を下記のとおり更新したので、通知する。

記

	1.登録年月日
	

	2,登録番号
	

	3.登録運航管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
	氏名又は名称
	

	
	代表者の氏名
	

	
	住所
	

	4.更新登録期間
	年　月　日から　　年　月　日まで





様式Ⅰ-11

更新講習事務規程届出書

第　　　　　号
年　月　日
国土交通大臣殿
届出者の氏名又は名称
代表者の氏名
住所

海上運送法第32条の26又は第32条の40第１項の規定に基づき登録を受けた下記の登録更新講習機関について、登録安全統括管理者講習事務規程を別添のとおり定めたので、同法第32条の31第１項（同法第32条の40第２項で準用する場合も含む。）の規定に基づき、同事務規程に関係書類を添えて届け出します。

記
	1.登録年月日
	登録安全統括管理者講習機関/登録運航管理者講習機関
/

	2.登録番号
	登録安全統括管理者講習機関/登録運航管理者講習機関
/

	3.登録更新講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
	

	4.登録期間
	年　月　日から　　年　月　日まで

	5.更新講習の開始予定日
	年　月　日






様式Ⅰ-12-１　講習管理者が海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令第42条第１号の条件に適合することを説明した書類
	
安全統括管理者講習管理者の条件への適合宣誓書

年　　月　　日
国土交通大臣　殿

講習管理者名

登録更新講習機関の名称（法人名）
住所

代表者名

（講習管理者名）は、安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令第42条第１号に定める下記の講習管理者の条件に適合することをここに宣誓します。



イ　二十五歳以上の者であること。
ロ　過去二年間に講習事務に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者でないこと。
ハ　講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
ニ　安全統括管理者講習について必要な知識及び経験を有する者であること。










※（講習管理者名）の箇所には宣誓する講習管理者の氏名を記載すること。
※ニの規定は、講習開始日までに講習管理者の講習を受講することも含む。


様式Ⅰ-12-2　講習管理者が海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令第51条で準用する第42条第１号の条件に適合することを説明した書類
	
運航管理者講習管理者の条件への適合宣誓書

年　　月　　日
国土交通大臣　殿

講習管理者名

登録更新講習機関の名称（法人名）
住所

代表者名

（講習管理者名）は、安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令第51条で準用する第42条第１号に定める下記の講習管理者の条件に適合することをここに宣誓します。



イ　二十五歳以上の者であること。
ロ　過去二年間に講習事務に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者でないこと。
ハ　講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
ニ　運航管理者講習について必要な知識及び経験を有する者であること。








※（講習管理者名）の箇所には宣誓する講習管理者の氏名を記載すること。
※ニの規定は、講習開始日までに講習管理者の講習を受講することも含む。

[bookmark: bookmark67]様式Ⅰ-13
更新講習事務規程変更届出書
第　　　　　号
年　月　日

国土交通大臣殿
届出者の氏名又は名称
代表者の氏名
住所

海上運送法第32条の26又は第32条の40第１項の規定に基づき登録を受けた下記の登録更新講習機関について、講習事務規程を下記のとおり変更したので、同法第32条の31（同法第32条の40第２項において準用する場合も含む）の規定に基づき、別紙関係書類を添えて届出します。

記
	1.登録年月日
	登録安全統括管理者講習機関/登録運航管理者講習機関
/

	2.登録番号
	登録安全統括管理者講習機関/登録運航管理者講習機関
/

	3.登録更新講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
	

	4.変更しようとする事項
	

	5.変更の内容
	変更前
	

	
	変更後
	

	6.変更年月日
	

	7.変更の理由
	



※ 変更の内容ついては、関係書類として新旧対照表を添付してもよい。


様式Ⅰ-14-1
	第　　　号
　　年　月　日　修了　
　　年　月　日まで有効

安全統括管理者講習修了証明書


修了者氏名
生年月日


　上記の者は、海上運送法第32条の５第３項の登録安全統括管理者講習機関が行う安全統括管理者講習の課程について、必要履修科目を修得し、修了したことを証明します。

○　登録番号


○　登録安全統括管理者講習機関の住所


○　登録安全統括管理者講習機関の氏名又は名称及び連絡先



注意事項
安全統括管理者資格者証の更新は、資格者証の有効期間が満了する日以前６カ月以内に必要書類を添えて地方運輸局等へ申請する必要があります。
なお、講習修了証明書の有効期間は、講習修了から３カ月です。










様式Ⅰ-14-２
	第　　　号
　　年　月　日　修了　
　　年　月　日まで有効

運航管理者講習修了証明書


修了者氏名
生年月日


　上記の者は、海上運送法第32条の９第３項の登録運航管理者講習機関が行う運航管理者講習の課程について、必要履修科目を修得し、修了したことを証明します。

○　登録番号


○　運航管理者講習機関の住所


○　運航管理者講習機関の氏名又は名称及び連絡先



注意事項
運航管理者資格者証の更新は、資格者証の有効期間が満了する日以前６カ月以内に必要書類を添えて地方運輸局等へ申請する必要があります。
なお、講習修了証明書の有効期間は、講習修了から３カ月です。











様式Ⅰ-15-１
登録安全統括管理者講習事務休廃止届出書
第　　　　　号
年　月　日
国土交通大臣殿
届出者の氏名又は名称
代表者の氏名
住所

海上運送法第32条の26の規定に基づき登録を受けた下記の安全統括管理者講習事務について下記のとおり休止又は廃止したいので、同法第32条の36の規定に基づき、別紙関係書類を添えて届出します。

記

	1.登録番号
	

	2,登録更新講習機関の氏名又は名称及び住所
	

	3.休止又は廃止をしようとする更新講習事務を行う事務所の名称及び所在地
	

	4. 休止又は廃止の別
	

	5. 休止期間（廃止日）
	

	6.休止又は廃止する理由
	






様式Ⅰ-15-２
登録運航管理者講習事務休廃止届出書
第　　　　　号
年　月　日
国土交通大臣殿
届出者の氏名又は名称
代表者の氏名
住所

海上運送法第32条の40第１項の規定に基づき登録を受けた下記の運航管理者講習事務について下記のとおり休止又は廃止したいので、海上運送法第32条の40第２項で準用する同法第32条の36の規定に基づき、別紙関係書類を添えて届出します。

記

	1.登録番号
	

	2,登録更新講習機関の氏名又は名称及び住所
	

	3.休止又は廃止をしようとする更新講習事務を行う事務所の名称及び所在地
	

	4. 休止又は廃止の別
	

	5. 休止期間（廃止日）
	

	6.休止又は廃止する理由
	




様式Ⅰ-16-１
安全統括管理者講習実施状況報告書
	
	
	

	年
	月
	日



登録安全統括管理者講習機関の氏名又は名称代表者の氏名

	
住所

	
国土交通大臣殿

	1.登録安全統括管理者講習機関の登録番号
	

	2.安全統括管理者講習事務を行う事務所の名称及び所在地
	

	3.講習受講者数
	講習の実施期間
	講習受講者数
	講習修了者数
（修了証明書を与えた者の数）

	
	
	
	

	
	
	
	

	4.講習の実施状況及び参考事項
	

	
	








様式Ⅰ-16-２
運航管理者講習実施状況報告書
	
	
	

	年
	月
	日



登録運航管理者機関の氏名又は名称代表者の氏名

	
住所

	
国土交通大臣殿

	1.登録運航管理者講習機関の登録番号
	

	2.登録運航管理者事務を行う事務所の名称及び所在地
	

	3.講習受講者数
	講習の実施期間
	講習受講者数
	講習修了者数
（修了証明書を与えた者の数）

	
	
	
	

	
	
	
	

	4.講習の実施状況及び参考事項
	

	
	






様式Ⅰ-17-１

第　　　号
年　月　日
登録安全統括管理者講習機関の氏名又は名称（登録番号）
（登録安全統括管理者講習機関の代表者の氏名）殿
国土交通大臣

適合命令書

貴社（団体）が行っている安全統括管理者講習について、下記のとおり海上運送法第32条の27第1項の規定に適合しなくなったと認められるので、同法第32条の34の規定に基づき、速やかに適合するための必要な措置をとるよう命令する。
また、この違反に対する改善の具体的措置を書面により、　　年　月　日までに報告されたい。
なお、当該改善報告書において改善状況が確認できない場合には、さらに当該安全統括管理者講習事務を行う事務所における業務の全部又は一部の停止等の措置をとることがあることを申し添える。

記

1. [bookmark: bookmark71]適合命令の対象となる安全統括管理者講習事務を行う事務所の名称及び所在地




2. [bookmark: bookmark72]適合しなくなった要件

※海上運送法第32条の27第1項の該当部分の事実を記入する。



様式Ⅰ-17-2

第　　　号
年　月　日
登録運航管理者講習機関の氏名又は名称（登録番号）
（登録運航管理者講習機関の代表者の氏名）殿
国土交通大臣

適合命令書

貴社（団体）が行っている運航管理者講習について、下記のとおり海上運送法第32条の40第２項で準用する同法第32条の27第１項の規定に適合しなくなったと認められるので同法第32条の40第２項で準用する同法第32条の34の規定に基づき、速やかに適合するための必要な措置をとるよう命令する。
また、この違反に対する改善の具体的措置を書面により、　　年　月　日までに報告されたい。
なお、当該改善報告書において改善状況が確認できない場合には、さらに当該運航管理者講習事務を行う事務所における業務の全部又は一部の停止等の措置をとることがあることを申し添える。

記

3. 適合命令の対象となる運航管理者講習事務を行う事務所の名称及び所在地




4. 適合しなくなった要件

※海上運送法第32条の40第２項で準用する同法第32条の27第1項の該当部分の事実を記入する。


様式Ⅰ-18-１

第　　　号
年　月　日
登録安全統括管理者講習機関の氏名又は名称（登録番号）
（登録安全統括管理者講習機関の代表者の氏名）殿
国土交通大臣

改善命令書

貴社（団体）が行っている安全統括管理者講習について、下記のとおり海上運送法第32条の30の規定に違反していると認められるので、同法第32条の35の規定に基づき速やかに適合するための必要な改善措置をとるよう命令する。
また、改善の具体的措置を書面により、　　年　月　日までに報告されたい。
なお、当該改善報告書において改善状況が確認できない場合には、さらに当該安全統括管理者講習事務を行う事務所における業務の全部又は一部の停止等の措置をとることがあることを申し添える。

記

1. [bookmark: bookmark76]改善命令の対象となる安全統括管理者講習事務を行う事務所の名称及び所在地


2. [bookmark: bookmark77]違反している事項の内容
※海上運送法第32条の27第1項の講師の条件及び省令第42条各号に規定する基準の該当部分の事実の内容を記入する。


様式Ⅰ-18-２

第　　　号
年　月　日
登録運航管理者講習機関の氏名又は名称（登録番号）
（登録運航管理者講習機関の代表者の氏名）殿
国土交通大臣

改善命令書

貴社（団体）が行っている運航管理者講習について、下記のとおり海上運送法第32条の40第２項で準用する同法第32条の30の規定に違反していると認められるので、同法第32条の40第２項で準用する同法第32条の35の規定に基づき速やかに適合するための必要な改善措置をとるよう命令する。
また、改善の具体的措置を書面により、　　年　月　日までに報告されたい。
なお、当該改善報告書において改善状況が確認できない場合には、さらに当該運航管理者講習事務を行う事務所における業務の全部又は一部の停止等の措置をとることがあることを申し添える。

記

1. 改善命令の対象となる運航管理者講習事務を行う事務所の名称及び所在地


2. 違反している事項の内容
※海上運送法第32条の40第２項で準用する同法第32条の27第1項の講師の条件及び省令第42条各号に規定する基準の該当部分の事実の内容を記入する。


様式Ⅰ-19-１

第　　　号
年　月　日
登録安全統括管理者講習機関の氏名又は名称（登録番号）
（登録安全統括管理者講習機関の代表者の氏名）殿

国土交通大臣　　【印】

業務の全部（一部）の停止命令書

貴社（団体）が行っている安全統括管理者講習について、下記のとおり海上運送法第32条の37の規定に該当する事実が認められるので、同条の規定に基づき下記のとおり業務の全部（一部）を停止することを命ずる。
また、この事実に対する業務の改善の具体的措置を書面により、　　年　月　日までに報告されたい。
なお、この改善結果が適正でないと認められる場合は、さらに必要な措置をとることを申し添える。
記

1. [bookmark: bookmark81]業務の全部（一部）の停止の対象となる安全統括管理者講習事務を行う事務所の名称及び所在地


2. [bookmark: bookmark82]業務を停止する期間
年　月　日から　　年　月　日まで（　日間）

3. [bookmark: bookmark83]該当する事実の内容
※海上運送法第32条の37各号の該当部分の事実の内容を記入する。



様式Ⅰ-19-２

第　　　号
年　月　日
登録運航管理者講習機関の氏名又は名称（登録番号）
（登録運航管理者講習機関の代表者の氏名）殿

国土交通大臣　　【印】

業務の全部（一部）の停止命令書

貴社（団体）が行っている運航管理者講習について、下記のとおり海上運送法第32条の40第２項で準用する同法第32条の37の規定に該当する事実が認められるので、同条の規定に基づき下記のとおり業務の全部（一部）を停止することを命ずる。
また、この事実に対する業務の改善の具体的措置を書面により、　　年　月　日までに報告されたい。
なお、この改善結果が適正でないと認められる場合は、さらに必要な措置をとることを申し添える。
記

1. 業務の全部（一部）の停止の対象となる運航管理者講習事務を行う事務所の名称及び所在地


2. 業務を停止する期間
年　月　日から　　年　月　日まで（　日間）

3. 該当する事実の内容
※海上運送法第32条の40第２項で準用する同法第32条の37各号の該当部分の事実の内容を記入する。


様式Ⅰ-20-１

第　　　号
年　月　日
登録安全統括管理者講習機関の氏名又は名称（登録番号）
（登録安全統括管理者講習機関の代表者の氏名）殿

国土交通大臣　　【印】

登録取消しに関する命令書
貴社（団体）に対し行った安全統括管理者講習機関の登録について、下記のとおり海上運送法第32条の37の規定に該当する事実が認められるので、同条の規定に基づき下記のとおり登録を取り消すものとする。

記

1. 取消しの処分を受ける登録安全統括管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名


2. [bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]取消しの処分を受けた登録安全統括管理者講習機関の登録年月日


3. [bookmark: bookmark87]取消しの処分を受けた登録安全統括管理者講習機関の登録番号


4. 取消しの処分を行うこととなった事実の内容
※海上運送法第32条の37各号の該当部分の事実の内容を記入する。


様式Ⅰ-20-２

第　　　号
年　月　日
登録運航管理者講習機関の氏名又は名称（登録番号）
（登録運航管理者講習機関の代表者の氏名）殿

国土交通大臣　　【印】

登録取消しに関する命令書
貴社（団体）に対し行った運航管理者講習機関の登録について、下記のとおり海上運送法第32条の40第２項で準用する同法第32条の37の規定に該当する事実が認められるので、同条の規定に基づき下記のとおり登録を取り消すものとする。

記

1. 取消しの処分を受ける登録運航管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名


2. 取消しの処分を受けた登録運航管理者講習機関の登録年月日


3. 取消しの処分を受けた登録運航管理者講習機関の登録番号


4. 取消しの処分を行うこととなった事実の内容
※海上運送法第32条の40第２項で準用する同法第32条の37各号の該当部分の事実の内容を記入する。


様式Ⅱ-1-1
登録運航管理者兼務講習機関　登録申請書
第　　　　　号
年　月　日
国土交通大臣殿
申請者の氏名又は名称
代表者の氏名
住所

運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第１条第３項の登録運航管理者兼務講習機関として登録を受けたいので、同告示第２条の規定に基づき関係書類を添えて下記のとおり申請します。

記

	1.登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
	氏名又は名称
	

	
	代表者の氏名
	

	
	住所
	

	2. 運航管理者兼務講習を行おうとする事務所の名称及び所在地
	名称
	

	
	所在地
	

	3.運航管理者兼務講習の開始予定日
	






様式Ⅱ-1-2
登録陸上従業者兼務講習機関　登録申請書
第　　　　　号
年　月　日
国土交通大臣殿
申請者の氏名又は名称
代表者の氏名
住所

運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第１条第７項の登録陸上従業者兼務講習機関として登録を受けたいので、同告示第22条第１項の規定に基づき関係書類を添えて下記のとおり申請します。

記

	1.登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
	氏名又は名称
	

	
	代表者の氏名
	

	
	住所
	

	2. 陸上従業者兼務講習を行おうとする事務所の名称及び所在地
	名称
	

	
	所在地
	

	3.陸上従業者兼務講習の開始予定日
	







様式Ⅱ-２-１ 講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別（運航管理者兼務講習）
＜運航管理者兼務講習＞
	講師名
	生年月日
	総合運航管理者資格者証の番号
	総合運航管理者資格者証の有効期限
	講師研修を修了した日付（※１）
	担当科目
	専任または兼任（※２）
	所属形態（※３）

	
	yyyy/mm/dd
	xxxxxxxx
	yyyy/mm/dd
	yyyy/mm/dd
	
	兼任
	業務委託

	
	yyyy/mm/dd
	
	yyyy/mm/dd
	yyyy/mm/dd
	
	専任
	雇用

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


※１　国土交通省が行う講師研修を受講修了したことを証明する書類（有効なものに限る。）を保管し、その写しを提出すること。
登録講習機関の登録申請時に、講師に対する研修を未実施の場合は、この欄は空白又は研修実施予定日を記載すること。講習事務を開始するまでに研修を実施し、その記録として本様式を事務規程の届出に添付して提出すること。
※３　「専任」：講師だけを行う者、「兼任」：講師だけでなく、管理者等を兼任している場合をいう。
※４　講師との契約形態を記載する（例：雇用、業務委託等）。ただし、当該講師が役員の場合は「役員」と記載する。
	講師が登録申請者の役員又は被雇用者のいずれでもない場合には、当該講師が登録申請者の講師として業務を行うことについて、登録申請者と当該講師との間で締結された書類（例：業務委託契約書等）の添付を必要とする。


様式Ⅱ-２-２ 講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別（陸上従業者兼務講習）
＜陸上従業者兼務講習＞
	講師名
	生年月日
	総合運航管理者資格者証の番号
	総合運航管理者資格者証の有効期限
	講師研修を修了した日付（※１）
	担当科目
	専任または兼任（※２）
	所属形態（※３）

	
	yyyy/mm/dd
	xxxxxxxx
	yyyy/mm/dd
	yyyy/mm/dd
	
	兼任
	業務委託

	
	yyyy/mm/dd
	
	yyyy/mm/dd
	yyyy/mm/dd
	
	専任
	雇用

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


※１　国土交通省が行う講師研修を受講修了したことを証明する書類（有効なものに限る。）を保管し、その写しを提出すること。
登録講習機関の登録申請時に、講師に対する研修を未実施の場合は、この欄は空白又は研修実施予定日を記載すること。講習事務を開始するまでに研修を実施し、その記録として本様式を事務規程の届出に添付して提出すること。
※２　「専任」：講師だけを行う者、「兼任」：講師だけでなく、管理者等を兼任している場合をいう。
※３　講師との契約形態を記載する（例：雇用、業務委託等）。ただし、当該講師が役員の場合は「役員」と記載する。
	講師が登録申請者の役員又は被雇用者のいずれでもない場合には、当該講師が登録申請者の講師として業務を行うことについて、登録申請者と当該講師との間で締結された書類（例：業務委託契約書等）の添付を必要とする。



様式Ⅱ-３　講師が運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第４条第１項（同告示第22条第２項で準用する場合も含む。）の条件に適合することを説明した書類
	
兼務講習の講師の条件への適合宣誓書

年　　月　　日
国土交通大臣　殿

講師名

登録兼務講習機関の名称（法人名）
住所

代表者名

（講師名）は、運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第４条第１項（同告示第22条第２項で準用する場合も含む。）に定める海上運送法第32条の40第２項で準用する同法第32条の27第１項各号の講師の条件に適合することをここに宣誓します。



一　十八歳以上であること。
二　過去二年間に海上運送法第三十二条の二十七第三項第三号に規定する講習事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
三　総合運航管理者資格者証の交付を受けている者であつて、一年以上運航管理者として職務を行つた経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。








※（講師名）の箇所には宣誓する講師の氏名を記載すること。

様式Ⅱ-４　登録申請者（役員を含む。）が運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第４条第２項（同告示第22条において準用する場合を含む。）の規定に該当しないことを説明した書類
	
登録申請者の条件への適合宣誓書

年　　月　　日
国土交通大臣　殿

登録兼務講習機関の住所

登録兼務講習機関の名称（法人名）

代表者名


（登録申請者名）は、運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第４条第２項（同告示第22条第２項において準用する場合を含む。）に定める下記の各号の規定に該当しないことをここに宣誓します。

一　法（海上運送法をいう。以下同じ。）若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二　第十七条規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三　法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

役員一覧

	役職
	氏名

	
	

	
	

	
	

	
	







※（登録申請者名）の箇所には宣誓する法人の名称を記載すること。
様式Ⅱ-５-１
登録運航管理者兼務講習機関登録証
第　　　　　号
年　月　日
殿

国土交通大臣　　【印】

年　月　日付け第　　　号をもって登録申請のあった登録運航管理者兼務講習機関について、運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第１条第３項の登録運航管理者兼務講習機関として、下記のとおり登録する。

記

	1.登録年月日
	

	2.登録番号
	

	3.登録運航管理者兼務講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
	

	4.登録期間
	年　月　日から　　年　月　日まで






様式Ⅱ-５-２
登録陸上従業者兼務講習機関登録証
第　　　　　号
年　月　日
殿

国土交通大臣　　【印】

年　月　日付け第　　　号をもって登録申請のあった登録陸上従業者兼務講習機関について、運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第１条第７項の登録陸上従業者兼務講習機関として、下記のとおり登録する。

記

	1.登録年月日
	

	2.登録番号
	

	3.登録陸上従業者兼務講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
	

	4.登録期間
	年　月　日から　　年　月　日まで





様式Ⅱ-６

登録兼務講習機関役員選任届出書

第　　　　　号
年　月　日

国土交通大臣殿
届出者の氏名又は名称
代表者の氏名
住所

運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第２条又は第22条第１項の規定に基づき登録を受けた下記の登録兼務講習機関について、その役員を下記のとおり選任したので、同告示第６条第1項（同告示第22条第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づき関係書類を添えて届出します。


記
	[bookmark: _Hlk208934007]1.登録年月日
	登録運航管理者兼務講習機関/登録陸上従業者兼務講習機関
/

	2.登録番号
	登録運航管理者兼務講習機関/登録陸上従業者兼務講習機関
/

	3.登録兼務講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
	

	4.選任された役員の氏名及び役職
	

	5.選任された年月日
	





様式Ⅱ-７
登録兼務講習機関役員解任届出書

第　　　　　号
年　月　日

国土交通大臣殿
届出者の氏名又は名称
代表者の氏名
住所


運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第２条又は第22条第１項の規定に基づき登録を受けた下記の登録兼務講習機関について、その役員を下記のとおり解任したので、同告示第６条第２項（同告示第22条第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づき関係書類を添えて届出します。


記
	1.登録年月日
	登録運航管理者兼務講習機関/登録陸上従業者兼務講習機関
/

	2.登録番号
	登録運航管理者兼務講習機関/登録陸上従業者兼務講習機関
/

	3.登録兼務講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
	

	4.解任された役員の氏名及び役職
	

	5.解任された年月日
	

	6.解任の理由
	





様式Ⅱ-８-１

登録運航管理者兼務講習機関登録簿変更届出書

第　　　　　号
年　月　日

国土交通大臣殿

届出者の氏名又は名称
代表者の氏名
住所

年　月　日付け第　　　号により登録を受けた登録運航管理者兼務講習機関に係る登録事項を下記のとおり変更したいので、運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第５条の規定に基づき、別紙関係書類を添えて届出します。

記

	1.変更しようとする事項
	

	2.変更の内容
	変更前
	

	
	変更後
	

	3.変更予定年月日
	

	4.変更の理由
	






様式Ⅱ-８-２

登録陸上従業者兼務講習機関登録簿変更届出書

第　　　　　号
年　月　日

国土交通大臣殿

届出者の氏名又は名称
代表者の氏名
住所

年　月　日付け第　　　号により登録を受けた登録陸上従業者兼務講習機関に係る登録事項を下記のとおり変更したいので、運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第22条第２項で準用する同告示第５条の規定に基づき、別紙関係書類を添えて届出します。

記

	1.変更しようとする事項
	

	2.変更の内容
	変更前
	

	
	変更後
	

	3.変更予定年月日
	

	4.変更の理由
	






様式Ⅱ-９-１

登録運航管理者兼務講習機関登録更新申請書

国土交通大臣殿
申請者の氏名又は名称
代表者の氏名
住所

運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第２条の規定に基づき登録を受けた下記の登録兼務講習機関について、同告示第８条第1項の登録の更新を受けたいので、同告示第８条第2項において準用する同告示第２条の規定に基づき別紙関係書類を添えて申請します。

記

	1.登録年月日
	

	2•登録番号
	

	3.登録運航管理者兼務講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
	氏名又は名称
	

	
	代表者の氏名
	

	
	住所
	

	4.運航管理者兼務講習事務を行う事務所の名称及び所在地
	名称
	

	
	所在地
	

	5.登録期間
	年　月　日から　　年　月　日まで






様式Ⅱ-９-２

登録陸上従業者兼務講習機関登録更新申請書

国土交通大臣殿
申請者の氏名又は名称
代表者の氏名
住所

運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第22条第１項の規定に基づき登録を受けた下記の登録兼務講習機関について、同告示第22条第２項で準用する同告示第８条第1項の登録の更新を受けたいので、同告示第22条第２項で準用する同告示第８条第2項で準用する同告示第２条の規定に基づき別紙関係書類を添えて申請します。


	1.登録年月日
	

	2•登録番号
	

	3.登録陸上従業者兼務講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
	氏名又は名称
	

	
	代表者の氏名
	

	
	住所
	

	4.陸上従業者兼務講習事務を行う事務所の名称及び所在地
	名称
	

	
	所在地
	

	5.登録期間
	年　月　日から　　年　月　日まで




様式Ⅱ-10-１
登録運航管理者兼務講習機関登録更新証
第　　　　　号
年　月　日

　　　　　　　　　　　殿

国土交通大臣

年　月　日付け第　　　号をもって登録の更新申請のあった登録運航管理者兼務講習機関について、運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第８条第１項（の規定に基づき登録運航管理者兼務講習機関の登録期間を下記のとおり更新したので、通知する。

記

	1.登録年月日
	

	2.登録番号
	

	3.登録運航管理者兼務講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
	氏名又は名称
	

	
	代表者の氏名
	

	
	住所
	

	4.更新登録期間
	年　月　日から　　年　月　日まで






様式Ⅱ-10-２
登録陸上従業者兼務講習機関登録更新証
第　　　　　号
年　月　日

　　　　　　　　　　　殿

国土交通大臣

年　月　日付け第　　　号をもって登録の更新申請のあった登録陸上従業者兼務講習機関について、運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第22条第２項で準用する同告示第８条第1項の規定に基づき登録陸上従業者兼務講習機関の登録期間を下記のとおり更新したので、通知する。

記

	1.登録年月日
	

	2,登録番号
	

	3.登録陸上従業者兼務講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
	氏名又は名称
	

	
	代表者の氏名
	

	
	住所
	

	4.更新登録期間
	年　月　日から　　年　月　日まで





様式Ⅱ-11

兼務講習事務規程届出書

第　　　　　号
年　月　日
国土交通大臣殿
届出者の氏名又は名称
代表者の氏名
住所

運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第２条又は第22条第１項の規定に基づき登録を受けた下記の登録兼務講習機関について、講習事務規程を別添のとおり定めたので、同告示第10条第１項（同告示第22条第２項で準用する場合も含む。）の規定に基づき、同事務規程に関係書類を添えて届け出します。

記
	1.登録年月日
	登録運航管理者兼務講習機関/登録陸上従業者兼務講習機関
/

	2.登録番号
	登録運航管理者兼務講習機関/登録陸上従業者兼務講習機関
/

	3.登録兼務講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
	

	4.登録期間
	年　月　日から　　年　月　日まで

	5.兼務講習の開始予定日
	年　月　日






様式Ⅱ-12-１　講習管理者が兼務講習告示第９条第１項第１号の条件に適合することを説明した書類
	
運航管理者兼務講習管理者の条件への適合宣誓書

年　　月　　日
国土交通大臣　殿

講習管理者名

登録兼務講習機関の名称（法人名）
住所

代表者名

（講習管理者名）は、運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第９条第１項第１号に定める下記の講習管理者の条件に適合することをここに宣誓します。



イ　二十五歳以上の者であること。
ロ　過去二年間に講習事務に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者でないこと。
ハ　講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
ニ　運航管理者兼務講習について必要な知識及び経験を有する者であること。









※（講習管理者名）の箇所には宣誓する講習管理者の氏名を記載すること。
[bookmark: _Hlk208416875]※ニの規定は、講習開始日までに講習管理者の講習を受講することも含む。


様式Ⅱ-12-2　講習管理者が兼務講習告示第22条第２項で準用する第42条第１号の条件に適合することを説明した書類
	
陸上従業者兼務講習管理者の条件への適合宣誓書

年　　月　　日
国土交通大臣　殿

講習管理者名

登録兼務講習機関の名称（法人名）
住所

代表者名

（講習管理者名）は、運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第22条第２項で準用する同告示第９条第１項第１号に定める下記の講習管理者の条件に適合することをここに宣誓します。



イ　二十五歳以上の者であること。
ロ　過去二年間に講習事務に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者でないこと。
ハ　講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
ニ　陸上従業者兼務講習について必要な知識及び経験を有する者であること。








※（講習管理者名）の箇所には宣誓する講習管理者の氏名を記載すること。
※ニの規定は、講習開始日までに講習管理者の講習を受講することも含む。

様式Ⅱ-13
兼務講習事務規程変更届出書
第　　　　　号
年　月　日

国土交通大臣殿
届出者の氏名又は名称
代表者の氏名
住所

運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第２条又は第22条第１項の規定に基づき登録を受けた下記の登録兼務講習機関について、講習事務規程を下記のとおり変更したので、同告示第10条（同告示第22条第２項で準用する場合も含む。）の規定に基づき、別紙関係書類を添えて届出します。

記
	1.登録年月日
	登録運航管理者兼務講習機関/登録陸上従業者兼務講習機関
/

	2.登録番号
	登録運航管理者兼務講習機関/登録陸上従業者兼務講習機関
/

	3.登録兼務講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
	

	4.変更しようとする事項
	

	5.変更の内容
	変更前
	

	
	変更後
	

	6.変更年月日
	

	7.変更の理由
	



※ 変更の内容ついては、関係書類として新旧対照表を添付してもよい。

様式Ⅱ-14-1
	第　　　号
　　年　月　日　修了　
　　年　月　日まで有効

運航管理者兼務講習修了証明書


修了者氏名
生年月日


　上記の者は、運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第１条第３項の登録運航管理者兼務講習機関が行う運航管理者兼務講習の課程について、必要履修科目を修得し、修了したことを証明します。

○　登録番号


○　登録運航管理者兼務講習機関の住所


○　登録運航管理者兼務講習機関の氏名又は名称及び連絡先



注意事項
講習修了証明書の有効期間は、講習修了から２年です。
運航管理者として船舶に乗り組むためには、有効な講習修了証明書を地方運輸局等へ提出する必要があります。
講習修了証明書が失効した場合、引き続き運航管理者として船舶に乗り組むためには、再度運航管理者兼務講習の受講が必要となります。







様式Ⅱ-14-２
	第　　　号
　　年　月　日　修了　
　　年　月　日まで有効

陸上従業者兼務講習修了証明書


修了者氏名
生年月日


　上記の者は、運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第１条第７項の登録陸上従業者兼務講習機関が行う陸上従業者兼務講習の課程について、必要履修科目を修得し、修了したことを証明します。

○　登録番号


○　陸上従業者兼務講習機関の住所


○　陸上従業者兼務講習機関の氏名又は名称及び連絡先



注意事項
講習修了証明書の有効期間は、講習修了から２年です。
運航管理者が船舶に乗り組む場合において陸上従業者として従事するためには、有効な講習修了証明書を地方運輸局等へ提出する必要があります。
講習修了証明書が失効した場合、引き続き陸上従業者として従事するためには、再度陸上従業者兼務講習の受講が必要となります。








様式Ⅱ-15-１
登録運航管理者兼務講習事務休廃止届出書
第　　　　　号
年　月　日
国土交通大臣殿
届出者の氏名又は名称
代表者の氏名
住所

運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第２条の規定に基づき登録を受けた下記の運航管理者兼務講習事務について下記のとおり休止又は廃止したいので、同告示第16条の規定に基づき、別紙関係書類を添えて届出します。

記

	1.登録番号
	

	2,登録兼務講習機関の氏名又は名称及び住所
	

	3.休止又は廃止をしようとする兼務講習事務を行う事務所の名称及び所在地
	

	4. 休止又は廃止の別
	

	5. 休止期間（廃止日）
	

	6.休止又は廃止する理由
	






様式Ⅱ-15-２
登録陸上従業者兼務講習事務休廃止届出書
第　　　　　号
年　月　日
国土交通大臣殿
届出者の氏名又は名称
代表者の氏名
住所

運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第22条第１項の規定に基づき登録を受けた下記の陸上従業者兼務講習事務について下記のとおり休止又は廃止したいので、運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第22条第２項で準用する同告示第16条の規定に基づき、別紙関係書類を添えて届出します。

記

	1.登録番号
	

	2,登録兼務講習機関の氏名又は名称及び住所
	

	3.休止又は廃止をしようとする兼務講習事務を行う事務所の名称及び所在地
	

	4. 休止又は廃止の別
	

	5. 休止期間（廃止日）
	

	6.休止又は廃止する理由
	




様式Ⅱ-16-１
運航管理者兼務講習実施状況報告書
	
	
	

	年
	月
	日



登録運航管理者兼務講習機関の氏名又は名称代表者の氏名

	
住所

	
国土交通大臣殿

	1.登録運航管理者兼務講習機関の登録番号
	

	2.運航管理者兼務講習事務を行う事務所の名称及び所在地
	

	3.講習受講者数
	講習の実施期間
	講習受講者数
	講習修了者数
（修了証明書を与えた者の数）

	
	
	
	

	
	
	
	

	4.講習の実施状況及び参考事項
	

	
	








様式Ⅱ-16-２
陸上従業者兼務講習実施状況報告書
	
	
	

	年
	月
	日



登録運航管理者機関の氏名又は名称代表者の氏名

	
住所

	
国土交通大臣殿

	1.登録陸上従業者兼務講習機関の登録番号
	

	2.登録運航管理者事務を行う事務所の名称及び所在地
	

	3.講習受講者数
	講習の実施期間
	講習受講者数
	講習修了者数
（修了証明書を与えた者の数）

	
	
	
	

	
	
	
	

	4.講習の実施状況及び参考事項
	

	
	






様式Ⅱ-17-１

第　　　号
年　月　日
登録運航管理者兼務講習機関の氏名又は名称（登録番号）
（登録運航管理者兼務講習機関の代表者の氏名）殿
国土交通大臣

適合命令書

貴社（団体）が行っている運航管理者兼務講習について、下記のとおり運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第４条第1項の規定に適合しなくなったと認められるので、同告示第14条の規定に基づき、速やかに適合するための必要な措置をとるよう命令する。
また、この違反に対する改善の具体的措置を書面により、　　年　月　日までに報告されたい。
なお、当該改善報告書において改善状況が確認できない場合には、さらに当該運航管理者兼務講習事務を行う事務所における業務の全部又は一部の停止等の措置をとることがあることを申し添える。

記

5. 適合命令の対象となる運航管理者兼務講習事務を行う事務所の名称及び所在地




6. 適合しなくなった要件

※運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第４条第1項の該当部分の事実を記入する。



様式Ⅱ-17-2

第　　　号
年　月　日
登録陸上従業者兼務講習機関の氏名又は名称（登録番号）
（登録陸上従業者兼務講習機関の代表者の氏名）殿
国土交通大臣

適合命令書

貴社（団体）が行っている陸上従業者兼務講習について、下記のとおり運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第22条第２項で準用する同告示第４条第１項の規定に適合しなくなったと認められるので同告示第22条第２項で準用する同告示第14条の規定に基づき、速やかに適合するための必要な措置をとるよう命令する。
また、この違反に対する改善の具体的措置を書面により、　　年　月　日までに報告されたい。
なお、当該改善報告書において改善状況が確認できない場合には、さらに当該陸上従業者兼務講習事務を行う事務所における業務の全部又は一部の停止等の措置をとることがあることを申し添える。

記

7. 適合命令の対象となる陸上従業者兼務講習事務を行う事務所の名称及び所在地




8. 適合しなくなった要件

※運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第22条第２項で準用する同告示第４条第1項の該当部分の事実を記入する。


様式Ⅱ-18-１

第　　　号
年　月　日
登録運航管理者兼務講習機関の氏名又は名称（登録番号）
（登録運航管理者兼務講習機関の代表者の氏名）殿
国土交通大臣

改善命令書

貴社（団体）が行っている運航管理者兼務講習について、下記のとおり運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第９条第１項の規定に違反していると認められるので、同告示第15条の規定に基づき速やかに適合するための必要な改善措置をとるよう命令する。
また、改善の具体的措置を書面により、　　年　月　日までに報告されたい。
なお、当該改善報告書において改善状況が確認できない場合には、さらに当該運航管理者兼務講習事務を行う事務所における業務の全部又は一部の停止等の措置をとることがあることを申し添える。

記

3. 改善命令の対象となる運航管理者兼務講習事務を行う事務所の名称及び所在地


4. 違反している事項の内容
※運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第４条第1項の講師の条件及び同告示第９条第１項各号に規定する基準の該当部分の事実の内容を記入する。


様式Ⅱ-18-２

第　　　号
年　月　日
登録陸上従業者兼務講習機関の氏名又は名称（登録番号）
（登録陸上従業者兼務講習機関の代表者の氏名）殿
国土交通大臣

改善命令書

貴社（団体）が行っている陸上従業者兼務講習について、下記のとおり運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第22条第２項で準用する同告示第９条第１項の規定に違反していると認められるので、同告示第22条第２項で準用する同告示第15条の規定に基づき速やかに適合するための必要な改善措置をとるよう命令する。
また、改善の具体的措置を書面により、　　年　月　日までに報告されたい。
なお、当該改善報告書において改善状況が確認できない場合には、さらに当該陸上従業者兼務講習事務を行う事務所における業務の全部又は一部の停止等の措置をとることがあることを申し添える。

記

3. 改善命令の対象となる陸上従業者兼務講習事務を行う事務所の名称及び所在地


4. 違反している事項の内容
※運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第22条第２項で準用する同告示第４条第1項の講師の条件及び同告示第９条第１項各号に規定する基準の該当部分の事実の内容を記入する。


様式Ⅱ-19-１

第　　　号
年　月　日
登録運航管理者兼務講習機関の氏名又は名称（登録番号）
（登録運航管理者兼務講習機関の代表者の氏名）殿

国土交通大臣　　【印】

業務の全部（一部）の停止命令書

貴社（団体）が行っている運航管理者兼務講習について、下記のとおり運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第17条の規定に該当する事実が認められるので、同条の規定に基づき下記のとおり業務の全部（一部）を停止することを命ずる。
また、この事実に対する業務の改善の具体的措置を書面により、　　年　月　日までに報告されたい。
なお、この改善結果が適正でないと認められる場合は、さらに必要な措置をとることを申し添える。
記

4. 業務の全部（一部）の停止の対象となる運航管理者兼務講習事務を行う事務所の名称及び所在地


5. 業務を停止する期間
年　月　日から　　年　月　日まで（　日間）

6. 該当する事実の内容
※運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第17条各号の該当部分の事実の内容を記入する。



様式Ⅱ-19-２

第　　　号
年　月　日
登録陸上従業者兼務講習機関の氏名又は名称（登録番号）
（登録陸上従業者兼務講習機関の代表者の氏名）殿

国土交通大臣　　【印】

業務の全部（一部）の停止命令書

貴社（団体）が行っている陸上従業者兼務講習について、下記のとおり運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第22条第２項で準用する同告示第17条の規定に該当する事実が認められるので、同条の規定に基づき下記のとおり業務の全部（一部）を停止することを命ずる。
また、この事実に対する業務の改善の具体的措置を書面により、　　年　月　日までに報告されたい。
なお、この改善結果が適正でないと認められる場合は、さらに必要な措置をとることを申し添える。
記

4. 業務の全部（一部）の停止の対象となる陸上従業者兼務講習事務を行う事務所の名称及び所在地


5. 業務を停止する期間
年　月　日から　　年　月　日まで（　日間）

6. 該当する事実の内容
※運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第22条第２項で準用する同告示第17条各号の該当部分の事実の内容を記入する。


様式Ⅱ-20-１

第　　　号
年　月　日
登録運航管理者兼務講習機関の氏名又は名称（登録番号）
（登録運航管理者兼務講習機関の代表者の氏名）殿

国土交通大臣　　【印】

登録取消しに関する命令書
貴社（団体）に対し行った運航管理者兼務講習機関の登録について、下記のとおり運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第17条の規定に該当する事実が認められるので、同条の規定に基づき下記のとおり登録を取り消すものとする。

記

5. 取消しの処分を受ける登録運航管理者兼務講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名


6. 取消しの処分を受けた登録運航管理者兼務講習機関の登録年月日


7. 取消しの処分を受けた登録運航管理者兼務講習機関の登録番号


8. 取消しの処分を行うこととなった事実の内容
※運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第17条各号の該当部分の事実の内容を記入する。


様式Ⅱ-20-２

第　　　号
年　月　日
登録陸上従業者兼務講習機関の氏名又は名称（登録番号）
（登録陸上従業者兼務講習機関の代表者の氏名）殿

国土交通大臣　　【印】

登録取消しに関する命令書
貴社（団体）に対し行った陸上従業者兼務講習機関の登録について、下記のとおり運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第22条第２項で準用する同告示第17条の規定に該当する事実が認められるので、同条の規定に基づき下記のとおり登録を取り消すものとする。

記

5. 取消しの処分を受ける登録陸上従業者兼務講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名


6. 取消しの処分を受けた登録陸上従業者兼務講習機関の登録年月日


7. 取消しの処分を受けた登録陸上従業者兼務講習機関の登録番号


8. 取消しの処分を行うこととなった事実の内容
※運航管理者を船舶に乗り組ませるために運航管理者及び陸上従業者に受講させなければならない講習に関する告示第22条第２項で準用する同告示第17条各号の該当部分の事実の内容を記入する。


